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平成１９年１０月

いつもお世話になりましてありがとうございます。

日に日に「涼しい」から「肌寒い」に変化してきていますが、体調を
崩されたりされておられませんでしょうか？！

弊社では、現在、オフィシャルホームページのリニューアルを行って
おります。また、今月・来月と弊社主催のセミナーを開催する予定で
スタッフ一同頑張っております。セミナーのご案内を同封しております
ので、ご都合の合われる方がおられましたら、是非ご参加ください。

ご質問等ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。

税理士法人　京都経営　　　　　　　　　
株式会社　京都経営コンサルティング

Tel：075-603-9022
Fax：075-603-9055

URL：www.kyotokeiei.com
Mail：info@kyotokeiei.com

Staff　blog：http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff

今月のメニュー

○　減価償却制度について

○　相続税対策について

○　今月のコラム　　【損益計算書を読む。適正粗利編。】

○　事務所通信

○　京都経営主催　相続対策セミナー

○　京都経営主催　経営セミナー

○　「既に納めた相続税が返ってくる？」

〒612-8362　京都市伏見区西大手町307　エイトビル5F
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減価償却制度について減価償却制度について

　平成１９年の税制改正で減価償却制度について大正７年の制度創設以来の大改革、かつ４０年ぶりとなる大改正がありました。具体的には、平成１９年４月１日以後に
取得する減価償却資産については、残存価格を備忘価格１円　（従来は取得価格の５％）まで償却することが可能となりました。また、上記の改正に伴い減価償却方法の
一つである定率法の計算方法も大きく変更しました。今回の改正で日本の減価償却制度は、国際競争力という点で主要国と比較しても見劣りしないものへと変わりました。

減価償却費の計算要素

① 取得価額

③ 耐用年数

ゼロ　
（備忘価額１円）

② 残存価額（５％）

（改正後）

①
１００

②
５

減価償却費
９５

③　１０年

改正の概要

減価償却費の計算のための３要素と改正点

◆　旧制度

①
１００ 減価償却費

９９

◆　新制度　（平成１９年４月１日以後に取得したもの）

②
１　（備忘価額）

残存価額　　　：　１円　（備忘価額）
償却限度額　：　取得価格－１円

③　１０年

５％相当額
①

１００

５

③　１０年

減価償却費
９５

５年間で償却

減価償却費
＋　４

（平成１９年３月３１日以前に取得したもの）

②
１

２５０％定率法
にて計算

　時の経過やその使用に伴って発生する固定資産の価値の減少分（減価償却

費）を毎期一定のルールに基づき算出し、その算出額を固定資産の帳簿価額

から減少させるものです。その目的は、時の経過とともに価値の減少する固定

資産の取得費用を有効期限内に適正に配分し、収益との対応を正確に計算す

ることにあります。

減価償却とは・・・

　今までの日本の減価償却制度は、主要国と比較すると国際競争力の点で劣っ

ていると言われてました（アメリカ、ドイツ、イギリスなどは以前から１００％償却

に対して、日本のみ９５％償却）。

　経済の国際化の中、国際的なイコールフッティング（同等な条件）を確保し、設

備投資を促進し、生産手段の新陳代謝を加速することによる企業の国際競争

力を高めるため、今回の大改正が行われました。

今回の大改正の趣旨は・・・
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相続税対策　　　相続税対策　　　～財産評価の引き下げ～～財産評価の引き下げ～ 財産評価はどのように行うのでしょうか？

相続税を計算するときにおける財産の評価は時価によります。
この時価の算定には一定のルールがあり、このしくみを理解
することで、節税につなげることができます。

　　　　　　　　

　　　　　　　高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低い

■土地は路線価で評価・・・売買相場の約80％
　　＊時価が路線価より低い物件もあります・・・

　＊不動産の評価が下がる要因は建物の評価！
　　　賃貸物件はさらに借家権相当として30％引き下げ

■建物は固定資産税評価額で評価・・・建築価額の約60％

■年金保険は評価が下がる・・・受取期間により20％～70％
　 ＊運用商品として注目されている個人年金保険などが該当します。

■生命保険には非課税枠がある・・・500万×法定相続人の数
　 ＊死亡退職金にも同様に非課税枠あり　⇒　“小規模企業共済”

☆不動産の有効利用対策は効果的です！

《例》　賃貸マンションの建築
　
　　1億の預金でマンション建築すると・・・
　　(手持ち資金が無く借入金で行う場合も
　　　同様の効果が得られます)

　　1億×約60％＝6,000万・・・建築価額の約6割で評価

　　6,000万×(1-30％)＝4,200万・・・借家権相当として3割減

　　　評価減　　1億-4,200万＝5,800万
　　節税額　　5,800万×30％＝1,740万　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

実効税率30％の場合

賃貸物件の場合、土地の評価も下ります。
借地権割合60％の地域では18％下がります！

一般的には以下のように評価します

評価の高いものから低
いものへかたちを変え
ることがポイントです！

賃貸物件の
建築・購入

預金、株式などの金融資産は
相続時の時価で100％評価

年金保険
の活用

生命保険
非課税枠の活用

年金で受取ると評価が下る 賃貸物件は評価が下る
生命保険には非課税あり

10年受取りで60％評価 500万×法定相続人
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将来のお客様 今月のコラム　【損益計算書を読解する。適正粗利。】今月のコラム　【損益計算書を読解する。適正粗利。】

適正な利益を把握する。

　　　益計算書とは、その会社の「もうけ」の状況を表す表です。
一般的な損益計算書は数字の羅列であり、何が重要かが分かりにくいものとなっています。

売上や仕入などの数字を「いつ」計上するかによって、実際に活動していて感じる数字と、
試算表などの帳面上の数字とが一致しないという現象が起こります。

建設業などで考えると分かりやすいかと思いますが、材料費・外注費などは前払いして
いるにも関わらず、売上請求ができるのは3ヶ月後・・・なんていうことはよくあるお話です。

この場合、材料費・外注費は払った月に経費にし、売上は請求書を出した時点で売上に
している場合、毎月の試算表の粗利（売上▲仕入・外注）は、全く実態を表していないもの
になります。

粗利が実態と一致しないのは、建設業だけではありません。
粗利と実態が一致しない原因として、

○売上の計上時期

　　⇒仕事をしてから、入金があるまで時間があるような場合、仕事をした時点か入金が
　　　あった時点か、どちらで売上を計上するかによって大きく数字が変わってきます。

○売上⇔仕入・外注が対応しない

　　⇒上記の建設業の例のように、売上と仕入・外注が対応しないことにより大きく数字が
　　　変わってきます。

○在庫が把握できていない

　　⇒毎月の在庫の計上がないため、原料などの先行仕入があった場合などに、適正な
　　　粗利（売上▲仕入・外注）が計算できない。

これらの問題点を解決することによって、「使える試算表（数字）」となります。
是非、「使える試算表（数字）」を使って経営を良くしていきましょう。

※なお、税務的には、売上・仕入・外注・在庫の計上基準は厳しく定められていますので
　こちらについては、別途注意が必要です。

損

時間の流れ

売上Ａ
（〆：末日）

外注Ｂ
（〆：20日）

売上Ｂ
（〆：20日）

外注Ａ
（〆：末日）

仕入Ａ
（〆：15日）

7/31 8/31 9/30 10/31

売上▲原価（仕入・外注）▲在庫（仕掛品）調整＝粗利

CHECK!!

売上と原価（仕入・外注）をどう対応させるのか⇒見積粗利の採用

売上▲原価（仕入・外注）▲在庫（仕掛品）調整＝粗利

CHECK!!

売上と原価（仕入・外注）をどう対応させるのか⇒見積粗利の採用

9月初棚卸

9月仕入
9月外注

9月末棚卸

原価

10月仕入
10月外注

8,000万

10月末棚卸
1,200万

10月初棚卸
1,500万

原価

1億円

1,700万

－原 価－ －売 上－ －粗 利－

17％

自動的に計算

8,300万


